
大雪山国立公園内スノーモビル等の乗入れ規制調整会議について 

（お知らせ） 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                       

 

 

 

１ 検討会の趣旨とメンバー 
 

 

 

１．開催日時 

   平成 24 年 12 月 18 日（火）13 時 30 分から 

 

２．会場 

上川総合振興局４階展望会議室 

（旭川市永山６条 19丁目） 

 

３．主な議題（予定） 

１）平成 24年スノーモビル等の乗入れ規制対策実施結果について 

２）平成 25年の対策について 

①規制看板の設置等について 

②合同パトロールについて 

③パトロールの際の対応について 

 

４．会議の傍聴 

本会議は基本的に非公開で行いますが、報道機関の方で傍聴を希望され

る方は、事前に上川自然保護官事務所へお問い合わせください 

＜お問い合わせ先＞  上川自然保護官事務所（担当：大澤） 

TEL：０１６５８－２－２５７４ 

 

５．関係機関 

北海道警察旭川方面本部、旭川東警察署、富良野警察署、北海道上川総

合振興局、上川中部森林管理署、上川南部森林管理署、上川総合振興局

南部森林室、旭川市、富良野市、上富良野町、南富良野町、上川町、東

川町、美瑛町、上川教育局、大雪山国立公園パークボランティア連絡会、

大雪地区自然公園指導員連絡協議会、旭川山岳会、上川山岳会、東川山

岳会、上富良野十勝岳山岳会、富良野山岳会、美瑛山岳会、日本スノー

モビル安全普及協会北海道地方本部、北海道スノーモビルオーナーズ連

絡会、層雲峡ビジターセンター、旭岳ビジターセンター、北海道地方環

境事務所 

 大雪山国立公園内では一部地域において、自然公園法等に基づき、スノー

モビル等の乗入れが規制されています。しかしながら、乗入れ規制地域内で

もスノーモビルの走行跡が確認されており、自然環境や動植物の生息・生育

環境に悪影響を与えることが懸念されます。 

 こうした状況を改善するため、当事務所では平成９年度より北海道警察を

はじめとする関係機関の協力により、普及啓発活動を継続実施しています。 

本会議は今シーズンのスノーモビル対策について検討する場で、シーズン

前のこの時期に開催しています。 

平成 24 年 12 月６日（木） 

環境省上川自然保護官事務所 

首席自然保護官：廣瀬勇二 

担当：大澤隆文 

電話：01658-2-2574 


